
 

Ⅳ－1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．多様な入札契約方式の選択・活用 

 

 

 

 

 

  



「指針本文」についての解説 

 Ⅳ．多様な入札契約方式の選択・活用   

 １．工事  １－１ 多様な入札契約方式の選択の考え方及び留意点 

 

Ⅳ－2 

 

【指針本文】 

Ⅳ．多様な入札契約方式の選択・活用 

各発注者は、工事及び業務の発注に当たっては、本指針及びそれぞれの技術力や発注体

制を踏まえつつ、工事及び業務の性格や地域の実情等に応じて、多様な入札契約方式１）

の中から適切な入札契約方式を選択し、又は組み合わせて適用するよう努める。 

１工事 

１－１多様な入札契約方式の選択の考え方及び留意点 

（１）契約方式の選択 

（契約方式の概要） 
主な契約方式（契約の対象とする業務及び施工の範囲の設定方法）は、以下のとおり

である。 

（ａ）事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式 

・工事の施工のみを発注する方式 

別途実施された設計に基づいて確定した工事の仕様によりその施工のみを発注

する方式 

・設計・施工一括発注方式２） 

構造物の構造形式や主要諸元も含めた設計を施工と一括して発注する方式 

・詳細設計付工事発注方式２) 

構造物の構造形式や主要諸元、構造一般図等を確定した上で、施工のために

必要な仮設をはじめ詳細な設計を施工と一括して発注する方式 

・設計段階から施工者が関与する方式（ECI）方式３） 

設計段階の技術協力実施期間中に施工の数量・仕様を確定した上で工事契約

をする方式（施工者は発注者が別途契約する設計業務への技術協力を実施） 

・維持管理付工事発注方式 

施工と供用開始後の初期の維持管理業務を一体的に発注する方式 

・設計・施工・維持管理一括発注方式 

設計と施工を一括して発注することに加え、工事完成後の維持管理業務を一体

的に発注する方式 

（ｂ）工事の発注単位に応じた契約方式 

・包括発注方式 

既存施設の維持管理等において、同一地域内での複数の種類の業務・工事を一

つの契約により発注する方式 

・複数年契約方式 

継続的に実施する工事に関して複数の年度にわたり一つの契約により発注する

方式 
            

参考 
１）例えば、「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」（国土交通省）を参照すること。 
２）例えば、「設計・施工一括及び詳細設計付工事発注方式実施マニュアル（案）」（国土交通省）を参照す

ること。 
３）例えば、「国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の適用ガイドライン」（国土交通省）を参

照すること。 
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【解 説】 

 ○ 適切な入札契約方式を選択し、又は組み合わせ   １） 

入札契約方式は多様であるが、その性格等に応じて、主に以下の要素で構成される。 

・契約方式      ： 契約の対象とする業務及び施工の範囲の設定方法 

・フレームワークの有無： 個別工事の発注（期間、工事量の目安、契約の相手方の選定方法等）

に関するフレームワークの有無 

・競争参加者の設定方法： 契約の相手方を選定する際の候補とする者の範囲の設定方法 

・落札者の選定方法  ： 契約の相手方の候補とした者から、契約の相手方とする者を選定す

る方法 

・支払方式      ： 業務及び施工の対価を支払う方法 

入札契約方式は、方式ごとにそれぞれの技術力や発注体制を踏まえつつ、工事の性格や地域の

実情等に応じて、適切な方式を選択し、組み合わせて適用されるものである。 

国土交通省では、発注者による適切な入札契約方式の選択が可能となるよう、多様な入札契約

方式を体系的に整理し、その導入・活用を図ることを目的として、平成 27 年 5 月に、「公共工事

の入札契約方式の適用に関するガイドライン」をとりまとめた。（令和４年３月最終改正） 

【「契約方式」「競争参加者の設定方法」「落札者の選定方法」「支払い方式」の全体像】 

 

 

【入札契約方式の選択において考慮する事項】 

➢ 契 約 方 式 ：「仕様、前提条件や工事価格の確定度」、「事業・工事の複雑度」、「施

工の制約度」等 

➢ フレームワークの有無 ：「不調不落の発生のおそれ」、「競争参加者又は受注者選定の透明性

の確保」 等 

➢ 競争参加者の設定方法 ：「契約の性質又は目的※」、「災害時の緊急的な対応」等 

➢ 落 札 者 の 選 定 方 法 ：「価格以外の要素の評価の必要性」、「最良の提案を採用する必要

性」、「競争参加者数の見込み等を踏まえた受発注者双方の事務負

担軽減の必要性」等 

➢ 支 払 方 式 ：「工事進捗に応じた支払い」、「煩雑な設計変更」、「コスト構造の

透明性の確保」 等 

※現場条件の厳しさや工事発注の一時的な集中等に起因する不調不落の発生のおそれ等を含む 

出典）「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」（令和４年３月、国土交通省） 
                        

契約方式
3-2

競争参加者
の設定方法

3-4

落札者の
選定方法

3-5

支払方式
3-6

フレームワーク
の有無

3-3

•工事の施工のみを発注する方式

•設計・施工一括発注方式

•詳細設計付工事発注方式

•設計段階から施工者が関与する

方式（ＥＣＩ方式）

•維持管理付工事発注方式

•包括発注方式

•複数年発注方式

など

•個別発注方式

•フレームワーク方式

（包括・個別発注方式）

•一般競争入札

•指名競争入札

•随意契約

•価格競争方式

•総合評価落札方式

•技術提案・交渉方式

•段階的選抜方式

など

•総価請負方式

•総価契約単価合意方式

•コスト＋フィー契約・

オープンブック方式

•単価・数量積算契約方式

など

（参考資料） 

１）「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」（令和４年３月、国土交通省） 
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 ○ 事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式    

事業プロセスは、例えば「調査・計画」、「概略設計」、「予備設計」、「詳細設計」、「施工」及び「維

持管理」という段階に分けて考えることができる。契約方式については、業務及び施工の段階の範

囲に応じて、以下のとおり整理することができる。 

【事業段階と調達範囲の例】 

 

出典）「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」（令和４年３月、国土交通省） 

 

 ○ 設計・施工一括発注方式、詳細設計付工事発注方式   １） 

施工者のノウハウを反映した現場条件に適した設計や、施工者の固有技術を活用した合理的な

設計を図る方式として、設計・施工一括発注方式、詳細設計付工事発注方式がある。 

設計・施工一括発注方式は、構造物の構造形式や主要諸元も含めた設計を施工と一括して発注

する方式であり、詳細設計付工事発注方式は、構造物の構造形式や主要諸元、構造一般図等を確定

した上で、施工のために必要な仮設をはじめ詳細な設計を施工と一括して発注する方式である。 

設計・施工一括発注方式を適用した事例については、以下のとおりである。 

維持管理施工詳細設計予備設計

工事の調達を詳細設計が完了し
た段階で行う（工事の施工のみを
発注する方式）

調査・計画／
設計者

施工者

概略設計調査・計画

工事の調達を予備設計段階で行
う（設計・施工一括発注方式）

調査・計画／
設計者

施工者

工事の調達を詳細設計段階で行
う（詳細設計付工事発注方式）

調査・計画／
設計者

施工者

工事調達に加えて施工者よる維
持管理業務を調達する（維持管
理付工事発注方式）

調査・計画／
設計者

施工者

工事調達に加え施工者よる設計
段階での技術協力を調達する
（ＥＣＩ方式）

調査・計画／
設計者

施工者

設計の調達

工事の調達

施工性を考慮した工法提案等の技術協力を実施
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【設計・施工一括発注方式を適用した事例（関東地方整備局）】  

 

出典）国土交通省作成資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        
（参考資料） 

１）「設計・施工一括及び詳細設計付工事発注方式実施マニュアル（案）」（平成 21 年３月国土交通省） 
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設計・施工一括発注方式及び詳細設計付工事発注方式の適用によるメリットとして、効率的・合

理的な設計・施工の実施や工事品質の一層の向上などが考えられる。 

【設計・施工一括発注方式及び詳細設計付工事発注方式の適用により考えらえるメリット・ 

 デメリット】  

【メリット】 

○効率的・合理的な設計・施工の実施 

・設計と製作・施工（以下「施工」という）を一元化することにより、施工者のノウハウを

反映した現場条件に適した設計、施工者の固有技術を活用した合理的な設計が可能とな

る。 

・設計と施工を分離して発注した場合に比べて発注業務が軽減されるとともに、設計段階か

ら施工の準備が可能となる。 

○工事品質の一層の向上 

・設計時より施工を見据えた品質管理が可能となるとともに施工者の得意とする技術の活用

により、よりよい品質が確保される技術の導入が促進される。 

・技術と価格の総合的な入札競争により、設計と施工を分離して発注した場合に比べて、施

工者の固有技術を活用した合理的な設計が可能となる。 

 

一方、以下のようなデメリットがあるため、導入にあたっては留意すべきである。 

【デメリット】 

○客観性の欠如 

・設計と施工を分離して発注した場合と比べて、施工者側に偏った設計となりやすく、設計

者や発注者のチェック機能が働きにくい。 

○受発注者間におけるあいまいな責任の所在 

・契約時に受発注者間で明確な責任分担がない場合、工事途中段階で調整しなければならな

くなったり、（発注者のコストに対する負担意識がなくなり）受注者側に過度な負担が生じ

ることがある。 

○発注者責任意識の低下 

・発注者側が、設計施工を“丸投げ”してしまうと、本来発注者が負うべきコストや工事完

成物の品質に関する国民に対する責任が果たせなくなる。 

出典）「設計・施工一括及び詳細設計付工事発注方式実施マニュアル（案）」（平成 21 年３月国土交通省） 
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○ 設計段階から施工者が関与する方式（ＥＣＩ方式）    

発注時に詳細仕様の確定が困難な事業に対応する方式として、設計段階から施工者が関与する

方式（ＥＣＩ方式）がある。本方式は、設計段階の技術協力実施期間中に施工の数量・仕様を確定

した上で工事契約をする方式であり、適用した事例については、以下のとおりである。 

【ＥＣＩ方式を適用した事例（国土交通省）】  

 

 
 

発注者：国土交通省 近畿地方整備局
受注者：IHIインフラシステム・横河住金ブリッジJV

契約タイプ：設計交渉・施工タイプ
工 期：平成29年2月1日～平成32年3月31日
工事概要
・架設後90年を経過した鋼橋
・損傷が顕著（不可視部、あり）
・建設当時の記録が少ない（輸入鋼材等）
・3万5千台／日の交通量
・出水期は施工不可

位置図

写真 損傷状況

国道２号 淀川大橋床版取替他工事 写真、図：近畿地方整備局提供

国道２号 淀川大橋床版取替他工事

公告

技術提案

施工

■河川敷、既設検査路、船上からの合同点検（発注者、設計・施工者）
⇒発注図面にない部材、損傷を発見

実施設計

H28.5.13

H28.10.24

契約締結

H29.1.31

契約締結

約3ヶ月

■施工者の知見を反映した構造変更
・施工性、耐久性に優れる構造詳細への変更

（溶接仕上方法改善、現場溶接省略、疲労耐久性に優れる構造採用）

■学識者意見聴取

特定

《特記仕様書への記載事項》

「当初設計に反映されている箇所以外で、補修・補強が必要になる損傷があった場合は、補修・補強の
可否の判断、設計図書について、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする場合がある。」

■施工者による条件確認
・別工事での添架管の移設時期

《特記仕様書への記載事項》

「施工時に添架管が未撤去で、構造変更が生じた場合は、監督職員と設計図書について
協議するものとし、設計変更の対象とする場合がある。」

■警察協議

実施設計段階での実施事項の例
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■設計業務の段階での主な実施内容 

 

 

出典）「総合評価方式の活用・改善等による品質確保に関する懇談会（平成 30 年 3 月 7 日） 資料３」 

「国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドライン 令和７年２月 国土交通省」 
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 ○ 維持管理付工事発注方式    

維持管理を見据えた施工による品質向上や円滑な維持管理を図る方式として、維持管理付工事

発注方式がある。本方式は、施工と供用開始後の初期の維持管理業務を一体的に発注する方式で

あり、適用した事例については、以下のとおりである。 

【維持管理付工事発注方式を適用した事例（国土交通省）】  

 

出典）「総合評価落札方式の活用・改善等による品質確保の促進に関する懇談会（平成 22 年度第１回）」 

（平成 22 年９月国土交通省） 
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○ 包括発注方式、複数年契約方式   

施工の効率化や施工体制の安定的確保を図る方式として、包括発注方式や複数年契約方式があ

る。包括発注方式は、既存施設の維持管理等において、同一地域内での複数の種類の業務・工事を

一つの契約により発注する方式であり、複数年契約方式は、継続的に実施する業務・工事に関して

複数の年度にわたり一つの契約により発注する方式である。 

包括発注方式を適用した事例については、以下のとおりである。 

【都道府県において包括発注方式を適用した事例】  
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出典）「第１回 建設産業政策会議 地域建設業ワーキンググループ 平成 29 年 2 月 13 日 資料４」 
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【指針本文】 

（ｃ）発注関係事務の支援対象範囲に応じた契約方式 

・事業促進 PPP方式１） 

事業促進を図るため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の 

融合により、効率的なマネジメントを行う方式 

・CM方式２） 

建設生産にかかわるプロジェクトにおいて、コンストラクションマネージャ 

ー（CMR）が、技術的な中立性を保ちつつ発注者の側に立って、設計・発注・ 

施工の各段階において、設計の検討や工事発注方式の検討、工程管理、品質管 

理、コスト管理などの各種のマネジメント業務の全部又は一部を行う方式 
 

（契約方式の選択の考え方） 
契約方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 

・事業・工事の複雑度 

－「事業・工事に係る制約条件について、確立された標準的な施工方法で対応が 

可能であるか」 

－「民間の優れた施工技術を設計に反映することで課題の解決を図ることが可

能であるか」等 

・施工の制約度 

－「施工困難な場所、工期及びその他の要因（コスト、損傷内容・程度等）に対

応するために、施工者の技術を設計に反映することが、対象とする事業・工

事にとって有益であるか」 

「施工者の技術を設計に反映する際に、発注者が施工者の技術、現場状況等を

踏まえながら設計に関与する必要があるか」等 

・設計の細部事項の確定度 

－「施工者提案による特殊な製作・施工技術を反映する必要があるか」等 

・工事価格の確定度 

－「現地の詳細な状況が把握できないため、施工段階で相当程度の設計変更が

想定されるか」等 

・その他発注者の体制・工事の内容等 

－選択した契約方式に応じて、発注者が競争参加者からの技術提案の妥当性等

を審査・評価する必要があることから、発注者のこれまでの発注経験（実績）

や体制も考慮し、契約方式を選択することが望ましい。 

－また、設備工事等に係る分離発注については、発注者の意向が直接反映され

施工の責任や工事に係るコストの明確化が図られる等、当該分離発注が合理的

と認められる場合において、工事の内容、発注者の体制、全体の工事のコスト

等を考慮し、その活用に努める。 
 
           

参考 
１）例えば、「国土交通省直轄の事業促進 PPPに関するガイドライン」（国土交通省）を参照すること。 
２）例えば、「国土交通省直轄事業における発注者支援型ＣＭ方式の取組み事例集（案）」（国土交通省）

を参照すること。 
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【解 説】 

 ○ 事業促進ＰＰＰ方式    

官民双方の知識や経験を活用した効率的なマネジメントによる事業の促進を図る方式として、

事業促進ＰＰＰ方式がある。本方式は、調査及び設計段階から発注関係事務の一部を民間に委託

する方式（事業促進を図るため、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の融合によ

り、調査及び設計段階から効率的なマネジメントを行う方式）であり、適用した事例については、

以下のとおりである。 

【事業促進ＰＰＰの業務内容】  

 

 

出典）「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」（令和４年３月、国土交通省） 
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【事業促進ＰＰＰ方式を適用した事例（国土交通省）】  

■三陸沿岸道路等 

 

■熊本災害復旧・復興事業 

・平成 28 年 4 月 16 日に発生した熊本地震により、大規模な斜面崩壊、橋梁・トンネルの被害等が

発生し、複数の幹線ルートが通行止めとなった。復旧・復興に係る事業を円滑、スピーディに進める

ため、平成 28 年度から、「事業管理支援業務（ＰＭ）」、「技術支援業務（ＣＭ）」が実施された。 

 
図 熊本災害復旧の箇所図 

表 事業管理支援・技術支援業務の実施状況（北側復旧ルート・阿蘇大橋） 
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■大規模事業（平常時）：東関東水戸線（潮来～鉾田）における実施例 

 
出典）「国土交通省直轄の事業促進ＰＰＰに関するガイドライン」（令和６年 12 月、国土交通省） 
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○ ＣＭ方式   １） 

複数工事が輻輳するあるいは関係機関等との頻繁な調整が必要な工事に対応する方式として、

ＣＭ方式がある。本方式は、対象事業のうち工事監督業務等に係る発注関係事務の一部又は全部

を民間に委託する方式であり、適用した事例については、以下のとおりである。 

【ＣＭ方式を適用した事例（北陸地方整備局）】  
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【ＣＭ方式を適用した事例（北陸地方整備局）】（つづき）  

 

図 信濃川築堤における CMR の役割（CMR からの提供資料（H19、20 の体制）） 

出典）「国土交通省直轄事業における発注者支援型ＣＭ方式の取組み事例集（案）」（平成 21 年３月国土交通省） 

 

ＣＭ方式の適用によるメリットとして、人員の補完や高度な専門技術力の活用などが考えられ

る。 

【ＣＭ方式の適用により考えられるメリット・デメリット】  

 
出典）「国土交通省直轄事業における発注者支援型ＣＭ方式の取組み事例集（案）」（平成 21 年３月国土交通省） 

 

 
                        
（参考資料） 

１）「国土交通省直轄事業における発注者支援型ＣＭ方式の取組み事例集（案）」（平成 21 年３月国土交通省） 
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 ○ 契約方式の選択   １） 

契約方式の選択に当たっては、「事業・工事の複雑度」、「施工の制約度」、「設計の細部事項の確

定度」、「工事価格の確定度」などを考慮する。 

国土交通省では、発注者による適切な入札契約方式の選択が可能となるよう、多様な入札契約

方式を体系的に整理し、その導入・活用を図ることを目的として、平成 27 年 5 月に、「公共工事

の入札契約方式の適用に関するガイドライン」をとりまとめている。 

【契約方式の選択の考え方】  

■主な契約方式 

 
  出典）「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」（令和４年３月、国土交通省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          
（参考資料） 

１）「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」（令和４年３月、国土交通省） 

契 約 方 式 事業プロセスの対象範囲 

に応じた契約方式 

工事の施工のみを発注する方式 

設計段階から施工者が 

関与する方式（ＥＣＩ方式） 

設計・施工一括発注方式 

詳細設計付工事発注方式 

維持管理付工事発注方式 

包括発注方式 

複数年契約方式 

工事の発注単位 

に応じた契約方式 
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 ○ 設備工事等に係る分離発注   ⅰ） 

設備工事等に係る分離発注の活用に当たっては、電気設備工事、暖冷房衛生設備工事等には専

門的な技術力が求められることを考慮する必要がある。分離発注については、適正化指針におい

て、以下のとおり定められている。 

【設備工事等に係る分離発注】 

第２ ２ 主として入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競

争の促進に関する事項 

（１）公正な競争を促進するための入札及び契約の方法の改善に関すること 

⑦その他 

設備工事等に係る分離発注については、発注者の意向が直接反映され施工の責任や工事に係る

コストの明確化が図られる等当該分離発注が合理的と認められる場合において、工事の性質又は

種別、発注者の体制、全体の工事のコスト等を考慮し、専門工事業者の育成に資することも踏ま

えつつ、その活用に努めるものとする。 

 

出典）「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和６年 12 月閣議決定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        
（参考法令等） 

ⅰ）適正化指針 第２ ２（１）公正な競争を促進するための入札及び契約の方法の改善に関すること 
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【指針本文】 

（２）競争参加者の設定方法の選択 

（競争参加者の設定方法の概要） 
競争参加者を設定する方式（契約の相手方を選定する際の候補とする者の範囲の設

定方法）は、以下のとおりである。 

・一般競争入札 

資格要件を満たす者のうち、競争の参加申込みを行った者で競争を行わせる方

式 

・指名競争入札 

発注者が指名を行った特定多数の者で競争を行わせる方式 

・随意契約 

競争の方法によらないで、発注者が任意に特定の者を選定して、その者と契約

する方式 
 

（競争参加者の設定方法の選択の考え方） 
競争参加者の設定方法の選択に当たっては、原則として一般競争入札を選択する。

ただし、以下に示す点についても考慮する。 

－契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要が

ない場合又は一般競争に付することが発注者に不利となる場合の指名競争入札の

活用 

－契約の性質又は目的が競争を許さない場合、競争に付することが発注者に不利と

なる場合又は災害応急対策等のように緊急の必要により競争に付することができ

ない場合の随意契約の活用 

－契約に係る予定価格が少額である場合等の指名競争入札又は随意契約の活用 

 

地方公共団体は、地方自治法施行令で定める場合に指名競争入札又は随意契約によ

ることができるとされており、上記と同様の考え方により活用を考慮する。 
 

【解 説】 

 ○ 競争参加者を設定する方式   

  競争参加者を設定する方式には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約があり、会計法及び地

方自治法により規定されている。 
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 ○ 一般競争入札   

一般競争入札方式は、資格要件を満たす者のうち、競争の参加申込みを行った者で競争を行わ

せる方式である。地方自治法に基づく本方式の概要は以下のとおりである。 

【地方公共団体における一般競争入札の概要】 

 

 

【一般競争入札の流れ】 

 

出典）「地方公共団体の入札・契約制度」（総務省ＨＰ） 
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 ○ 指名競争入札   

指名競争入札方式は、発注者が指名を行った特定多数の者で競争を行わせる方式である。地方

自治法に基づく本方式の概要は以下のとおりである。 

【地方公共団体における指名競争入札の概要】  

 

【指名競争入札の流れ】  

出典）「地方公共団体の入札・契約制度」（総務省ＨＰ）
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 ○ 随意契約   

随意契約方式は、競争の方法によらないで、発注者が任意に特定の者を選定して、その者と契約

する方式である。地方自治法に基づく本方式の概要は以下のとおりである。 

【地方公共団体における随意契約の概要】  

 

 

【随意契約の流れ】 

 

出典）「地方公共団体の入札・契約制度」（総務省ＨＰ） 
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 ○ 競争参加者の設定方法の選択   １） 

競争参加者の設定方法の選択に当たっては、会計法、地方自治法等の関係法令の規定を踏まえ、

「契約の性質又は目的」、「災害時の応急的な対応」などを考慮する。 

国土交通省では、発注者による適切な入札契約方式の選択が可能となるよう、多様な入札契約

方式を体系的に整理し、その導入・活用を図ることを目的として、平成 27 年 5 月に、「公共工事

の入札契約方式の適用に関するガイドライン」をとりまとめている。 

【競争参加者の設定方法の選択の考え方】  

■競争参加者の設定方法 

 

■競争参加者の設定方法の選択に当たって考慮する点 

 

出典）「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」（令和４年３月、国土交通省」 

 

 

 

 
                        
（参考資料） 

１）「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」（令和 4 年 3 月、国土交通省） 
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【指針本文】 

（３）落札者の選定方法の選択 

（落札者の選定方法の概要） 
落札者を選定する主な方式（契約の相手方の候補とした者から、契約の相手方とす

る者を選定する方法）は、以下のとおりである。 

（ａ）落札者の選定の基準に関する方式 

・価格競争方式 

発注者が示す仕様に対し、価格提案のみを求め、落札者を決定する方式 

・総合評価落札方式１） 

技術提案を募集するなどにより、入札者に、工事価格及び性能等をもって申込 

みをさせ、これらを総合的に評価して落札者を決定する方式 

・技術提案・交渉方式 

技術提案を募集し、最も優れた提案を行った者と価格や施工方法等を交渉し、 

契約相手を決定する方式 

（ｂ）落札者の選定の手続に関する方式 

・段階的選抜方式※ 

競争参加者に対し技術提案を求める方式において、一定の技術水準に達した 

者を選抜した上で、これらの者の中から提案を求め落札者を決定する方式 

※本方式の実施に当たっては、恣意的な選抜が行われることのないよう、その

運用について十分な配慮を行う。なお、本方式は選定プロセスに関する方式で

あり、総合評価落札方式、技術提案・交渉方式とあわせて採用することができ

る。 
 

（落札者の選定方法の選択の考え方） 
落札者の選定方法の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 

・価格以外の要素の評価の必要性 

－「施工者の能力により工事品質へ大きな影響が生じるか」 

－「工事品質の確保や担い手の中長期的な育成・確保のために、技術提案を求め

るなどにより、価格と性能等を総合的に評価することが望ましいか」等 

・仕様の確定の困難度 
 
             

参考 

１）例えば、「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」（国土交通省）を参

照すること。 

【解 説】 

 ○ 総合評価落札方式   １）２） 

公共工事の品質確保を図るためには、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされるこ

とが重要である。総合評価落札方式は、技術提案を募集するなどにより、入札者に、工事価格及び

性能等をもって申込みをさせ、これらを総合的に評価して落札者を決定する方式であり、本方式

の概要は以下のとおりである。 
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【価格競争方式と総合評価落札方式】 

 

【評価値の算出方法】 

 

【総合評価落札方式の概要（国土交通省）】 

 

出典）「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」（令和４年３月、国土交通省」 

 
                        

  

（参考資料） 

１）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」（令和５年３月国土交通省） 

２）「総合評価方式使いこなしマニュアル～公共工事品確法をふまえて」 

（平成 18 年 12 月（最終平成 19 年３月）国土交通省）  
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総合評価落札方式の活用が考えられる工事は、以下のとおりである。また、本方式の適用による

メリットとして、工事品質の向上や建設業者の技術力向上などが考えられる。 

【総合評価落札方式の活用が考えられる工事】  

 

【総合評価落札方式の適用のメリットの整理例】  

 

出典）「総合評価方式使いこなしマニュアル～公共工事品確法をふまえて」 

（平成 18 年 12 月（最終平成 19 年３月）国土交通省） 
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 ○ 技術提案・交渉方式   ⅰ）ⅱ）１） 

技術提案・交渉方式は、技術提案を募集し、最も優れた提案を行った者と価格や施工方法等を交

渉し、契約相手を決定する方式であり、品確法おいて新たに位置付けられたものである。 

【品確法第 18 条に規定される技術提案・交渉方式】 

（技術提案の審査及び価格等の交渉による方式） 

第十八条 発注者は、当該公共工事の性格等により当該工事の仕様の確定が困難である場合にお

いて自らの発注の実績等を踏まえ必要があると認めるときは、技術提案を公募の上、その審査

の結果を踏まえて選定した者と工法、価格等の交渉を行うことにより仕様を確定した上で契約

することができる。この場合において、発注者は、技術提案の審査及び交渉の結果を踏まえ、

予定価格を定めるものとする。 

２  発注者は、前項の技術提案の審査に当たり、中立かつ公正な審査が行われるよう、中立の立

場で公正な判断をすることができる学識経験者の意見を聴くとともに、当該審査に関する当事

者からの苦情を適切に処理することその他の必要な措置を講ずるものとする。  

３ 発注者は、第一項の技術提案の審査の結果並びに審査及び交渉の過程の概要を公表しなけれ

ばならない。この場合においては、第十五条第五項ただし書の規定を準用する。 

出典）「公共工事の品質確保の促進に関する法律」 

【基本方針における技術提案・交渉方式】 

第２ ４ 多様な入札及び契約の方法 

（４）技術提案の審査及び価格等の交渉による方式（技術提案・交渉方式） 

技術的難易度が高い工事等仕様の確定が困難である場合において、自らの発注の実績等を踏ま

えて必要があると認めるときは、技術提案を広く公募の上、その審査の結果を踏まえて選定した

者と工法、価格等の交渉を行うことにより仕様を確定した上で契約することができる。この場合

において、発注者は、技術提案の審査及び交渉の結果を踏まえて予定価格を定めるものとする。 

出典）「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」 

(令和６年 12 月閣議決定） 
 

国土交通省では、国土交通省の直轄工事において、技術提案・交渉方式を適用する際に参考と

なる手続等を定めている。 

【技術提案・交渉方式における入札契約手続の流れ】  

■契約形態（技術協力・施工タイプの例） 

 
 
                        
（参考法令等） 

ⅰ）品確法 第 18 条（技術提案の審査及び価格等の交渉による方式） 

ⅱ）基本方針 第２ ４（４）技術提案の審査及び価格等の交渉による方式（技術提案・交渉方式） 

（参考資料） 

１）「国土交通省直轄工事における 技術提案・交渉方式の運用ガイドライン 令和７年２月 国土交通省」 
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■手続きフロー（技術協力・施工タイプの例） 

 

出典）「国土交通省直轄工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドライン 令和７年２月 国土交通省」 
  

競争参加者 発注者 外部

必要に応じて実施

必要に応じて実施

資料作成説明会

競争参加資格の確認

競争参加資格の確認結果の通知

技術的判断の必要性に応じて実施

技術提案の審査・評価 学識経験者の活用※1

優先交渉者の選定 学識経験者の意見聴取※1

一位に優先交渉者選定通知
次順位者以降に交渉権者選定通知

それ以外(欠格要件等)には非選定通知

発注者を介した技術協力

技術的判断の必要性に応じて実施

学識経験者の活用※1

設計図書の作成

設計図書に基づく見積り依頼

設計・価格等の協議の結果を踏まえて実施

学識経験者の意見聴取※1

　　　　　　　　　　　　　　　　No※3

　　 YES

優先交渉権者に特定通知
次順位以降の交渉権者に非特定通知※4

予定価格の作成

※1：既存の委員会で技術提案・交渉方式適用工事の手続きを併せて審議可能。

※2：「発注者が最適な仕様を設定できない工事」において、技術審査段階で参考額と見積額の乖離に伴う見直しを実施させる場合。
※3：次順位者を優先交渉権者として、価格等の交渉を実施。
※4：特定通知から見積合せまでの間に優先交渉権者が辞退する場合や、見積合せで不調となる場合を考慮し、見積合せ後に非特定通知を実施するこ
　　　とも可能。ただし、その場合は非特定通知から契約まで10日(非WTOは5日)をおかなければならない。

交渉結果等の公表

設計の実施
(協議結果

の反映含む)

妥当性が
確認できる

まで繰り返し
実施

設計・価格等の協議

技術提案(技術協力内容)の適用協議

見積条件・参考見積の協議

設計成果の引渡し

価格等の交渉

工事請負の見積合せ

工事請負契約

技術提案(技術協力内容)
の評価

設計者

前提条件、不確定要素、
技術的課題等の整理

技術提案・交渉方式の適用判断
参考額の設定方法、評価方法等

学識経験者の意見聴取※1

手続き開始の公示・説明書交付

競争参加資格確認申請書
及び資料の提出

技術提案の提出
見積条件・参考見積

(設計数量含む)の提出※2

ヒアリング

技術協力業務の見積合せ

基本協定締結・技術協力業務委託契約

設計協力協定締結

交渉成立

1～2週間程度（非ＷＴＯ・災害時）

2～3週間程度（ＷＴＯ）

２週間程度

２週間程度

１日

3～4週間程度（非ＷＴＯ・災害時）

4週間～2ヶ月程度（ＷＴＯ）
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 ○ 段階的選抜方式   ⅰ）ⅱ） 

競争参加者が多く見込まれる場合における受発注者双方の技術提案に係る事務負担の軽減を図

る方式として、段階的選抜方式がある。本方式は、競争に参加しようとする者に対し技術提案を求

める方式において、一定の技術水準に達した者を選抜した上で、これらの者の中から提案を求め

落札者を決定する方式であり、品確法において新たに位置づけられたものである。 

【品確法第 16 条に規定される段階的選抜方式】 

（段階的選抜方式）  

第十六条 発注者は、競争に参加する者に対し技術提案を求める方式による場合において競争に

参加する者の数が多数であると見込まれるときその他必要があると認めるときは、必要な施工

技術を有する者が新規に競争に参加することが不当に阻害されることのないように配慮しつ

つ、当該公共工事に係る技術的能力に関する事項を評価すること等により一定の技術水準に達

した者を選抜した上で、これらの者の中から落札者を決定することができる。 

出典）「公共工事の品質確保の促進に関する法律」 

   

【基本方針に規定される段階的選抜方式】 

第２ ４ 多様な入札及び契約の方法 

（２）段階的選抜方式 

競争参加者が多数と見込まれる場合においてその全ての者に詳細な技術提案を求めることは、

発注者、競争参加者双方の事務負担が大きい。その負担に配慮し、発注者は、競争参加者が多数

と見込まれるときその他必要と認めるときは、当該公共工事に係る技術的能力に関する事項を評

価すること等により一定の技術水準に達した者を選抜した上で、これらの者の中から落札者を決

定することができる。 

なお、当該段階的な選抜は、一般競争入札方式の総合評価落札方式における過程の中で行うこ

とができる。 

加えて、本方式の実施に当たっては、必要な施工技術を有する者の新規の競争参加が不当に阻

害されることのないよう、また、恣意的な選抜が行われることのないよう、案件ごとに事前明示

された基準にのっとり、透明性をもって選抜を行うこと等その運用について十分な配慮を行うも

のとする。 

出典）「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」 

(令和６年 12 月閣議決定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

  （参考法令等） 

ⅰ）品確法 第 16 条（段階的選抜方式） 

ⅱ）基本方針 第２ ４（２）段階的選抜方式 
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本方式を適用した事例については、以下のとおりである。 

【段階的選抜方式を適用した事例（関東地方整備局）】  

 

  
出典）「関東地方整備局における総合評価落札方式の適用ガイドライン(令和６年度版)」（令和６年 10 月、

国土交通省関東地方整備局） 
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 ○ 落札者の選定方法の選択  １） 

落札者の選定方法の選択に当たっては、「価格以外の要素の評価の必要性」、「仕様の確定の困難

度」などを考慮する。 

国土交通省では、発注者による適切な入札契約方式の選択が可能となるよう、多様な入札契約

方式を体系的に整理し、その導入・活用を図ることを目的として、平成 27 年 5 月に、「公共工事

の入札契約方式の適用に関するガイドライン」をとりまとめている。 

【落札者の選定方法の選択の考え方】  

■主な落札者の選定方法 

 

■主な落札者の選定方法の選択に当たって考慮する点 

 

 

出典）「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン 令和４年３月 国土交通省」 

 

 
 
 
                         

  

（参考資料） 

１）「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン 令和４年３月 国土交通省」 

落札者選定方法 落札者の選定方法 

に応じた方式 

価格競争方式 

総合評価落札方式 

技術提案・交渉方式 

段階的選抜方式 落札者の選定の手続 

に関する方式 

施工者の能力により工事品質へ大きな影響が

生じるか 等 

価格以外の要素の評価の必要性 

最も優れた技術提案を採用することが望まし

いか 等 
最良の提案を採用する必要性 

工事品質の確保や担い手の中長期的な育成・

確保のために、技術提案を求めるなどにより、

価格と性能等を総合的に評価することが望ま

しいか 等 
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【指針本文】 

（４）支払い方式の選択 

（支払い方式の概要） 
主な支払い方式（施工の対価を支払う方法）は、以下のとおりである。 

・総価請負契約方式 

工種別の内訳単価を定めず、総額をもって請負金額とする方式 

・総価契約単価合意方式１） 

総価で工事を請け負い、請負代金額の変更があった場合の金額の算定や部分払 

金額の算定を行うための単価等を前もって協議し、合意しておくことにより、 

設計変更や部分払に伴う協議の円滑化を図ることを目的として実施する方式 

・コストプラスフィー契約・オープンブック方式 

工事の実費（コスト）の支出を証明する書類とともに請求を受けて実費精算と 

し、これにあらかじめ合意された報酬（フィー）を加算して支払う方式 

・単価・数量精算契約方式 

工事材料等について単価を契約で定め、予定の施工数量に基づいて概算請負代

金額を計算して契約し、工事完成後に実際に用いた数量と約定単価を基に請負

代金額を確定する契約 
 

（支払い方式の選択の考え方） 
支払い方式の選択に当たっては、以下のような点を考慮する。 

・工事進捗に応じた支払い 

－「工事の進捗に応じた支払いの実施が想定されるか」等 

・煩雑な設計変更 

－「煩雑な設計変更が発生することが想定されるか」等 

・コスト構造の透明性の確保 

－「材料費、労務費等の全てのコストの構成を明らかにすることが求められるか」 

等 
 
             

参考 

１）例えば、「総価契約単価合意方式の実施について」（国土交通省）を参照すること。 
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【解 説】 

 ○ 総価契約単価合意方式   １） 

工事請負契約における受発注者間の双務性の向上、受発注者間の契約変更協議の円滑化を図る

方式として、総価契約単価合意方式がある。本方式は、総価で工事を請け負い、請負代金額の変更

があった場合の金額の算定や部分払金額の算定を行うための単価等を前もって協議し、合意して

おくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化を図ることを目的として実施する方式で

あり、その概要は以下のとおりである。 

【総価契約単価合意方式の概要】  

 

出典）「総価契約単価合意方式の導入について」（平成 22 年６月国土交通省東北地方整備局） 

 

 ○ コストプラスフィー契約・オープンブック方式   ２） 

支払い内容の透明性の確保や契約後における実態に即した支払いに対応する方式として、コス

トプラスフィー契約・オープンブック方式がある。本方式は、工事の実費（コスト）の支出を証明

する書類とともに請求を受けて実費精算とし、これにあらかじめ合意された報酬（フィー）を加算

して支払う方式である。公共工事においては、フィーについても積算上の位置付けがないため、通

常の契約との積算上の違いを明らかにした上で、法的な整理も含め、十分な検討が必要である。 

【コストプラスフィー契約・オープンブック方式について】 

「コスト＋フィー方式」とは、工事においては施工業者のコスト（外注費、材料費、労務費等）

とフィー（報酬）をガラス張りで開示する支払方法。 

 （中略） 

 

 
                        

  

（参考資料） 

１）「総価契約単価合意方式の実施について」（平成 23 年９月国土交通省） 

２）「ＣＭ方式活用ガイドライン」（平成 14 年２月国土交通省） 
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【コストプラスフィー契約・オープンブック方式について】（つづき） 

オープンブック方式とは、工事費用を施工者に支払う過程において、支払金額とその対価の

公正さを明らかにするため、施工者が発注者に全てのコストに関する情報を開示し、発注者又

は第三者が監査を行う方式のことをいう。 

オープンブック方式では、 

① ＣＭＲと施工者との契約金額が明らかにされること 

② 施工者の領収書が添付され出来高払いによる実際の支払代金が毎月又は四半期ごとに明

らかになること 

③ 共通仮設費、現場管理費、一般管理費などについてもが実費精算がなされ、労務費、材料

費、外注費などの全てのコストが発注者に明らかになること 

④ 必要な場合は発注者が第三者にオープンブックの監査を依頼すること 

などによってコスト構成の透明化が確保される。 

出典）「ＣＭ方式活用ガイドライン」（平成 14 年２月、国土交通省） 

 

独立行政法人都市再生機構において、本方式を適用した事例については、以下のとおりである。 

【コストプラスフィー契約・オープンブック方式を適用した事例（独立行政法人都市再生機構）】  

 

【被災地における評価（ヒアリングによる）】 

 

出典）「第７回復旧・復興事業の施工確保に関する連絡協議会」（平成 25 年９月、国土交通省） 
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 ○ 支払い方式の選択  １） 

支払い方式の選択に当たっては、「工事進捗に応じた支払い」、「煩雑な設計変更」、「コスト構造

の透明性の確保」などを考慮する。 

国土交通省では、発注者による適切な入札契約方式の選択が可能となるよう、多様な入札契約

方式を体系的に整理し、その導入・活用を図ることを目的として、平成 27 年 5 月に、「公共工事

の入札契約方式の適用に関するガイドライン」をとりまとめている 

【支払い方式の選択の考え方】  

■主な支払い方式 

 

■主な支払い方式の選定に当たって考慮する点 

 

 

出典）「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン 令和４年３月、国土交通省」 

 

 

 

 

 
                        
（参考資料） 

１）「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」（令和４年３月、国土交通省） 

工事の進捗に応じた支払いの実施が想定され

るか 等 
工事進捗に応じた支払い 

材料費、労務費等の全てのコストの構成を明

らかにすることが求められるか 等 
コスト構造の透明性の確保 

煩雑な設計変更が発生することが想定される

か 等 
煩雑な設計変更 

支払方式 総価契約方式 

総価契約単価合意方式 

コストプラスフィー契約・ 

オープンブック方式 

単価・数量精算方式 
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【指針本文】 

１－２ 公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保に配慮し

た入札契約方式の活用の例 

公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保に配慮した入札契約方式

としては、以下のような例が考えられる。各入札契約方式において試行を行う場合

は、各発注者は、目的の達成度、工事成績への影響、受発注者からの意見等を踏ま

え、計画的に PDCAサイクルに基づく検証を行い、必要に応じて見直しを行う。 

なお、これらの入札契約方式の活用に当たっては、透明性、公正性及び競争性を確

保することに留意する。 

（１）地域における社会資本を支える企業を確保する方式 
防災・減災、社会資本の適切な維持管理などの重要性が増してきている中で、地域

においては、災害対応を含む地域における社会資本の維持管理を担う企業が不足し、

安全・安心な地域生活の維持に支障が生じる懸念がある。 

地域における社会資本を支える企業を確保する方式として、以下のような対応例が

考えられる。 

・工事の内容、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制の確保

の状況等を考慮するなど、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争参加資格を設

定 

・工事の内容、地域の実情等を踏まえ、必要に応じて災害時の工事実施体制の確保

の状況や近隣地域での施工実績などの企業の地域の精通度又は必要に応じて施工

実績の代わりに施工計画等を評価項目に設定 

・複数年契約、包括発注、共同受注等の地域における社会資本の維持管理に資する

方式（地域維持型契約方式）を活用 

・地域において受注者になろうとする者が極めて限られている場合における競争が

存在しないことの確認による方式（参加者確認型随意契約方式）の活用 
 

【解 説】 

 ○ 災害時の工事実施体制の確保の状況等を評価項目に設定  

企業における防災に関わる取組姿勢、活動実績を総合評価落札方式の評価項目に設定する取組

として、以下の事例がある。 

 



「指針本文」についての解説 

 Ⅳ．多様な入札契約方式の選択・活用   

 １．工事  １－２ 工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保に資する入札契約方式の活用の例 

 

Ⅳ－38 

 

【地域防災担い手確保型の事例 （関東地方整備局）】  

 

出典）「関東地方整備局における総合評価落札方式の適用ガイドライン（令和６年度版）」 

（令和６年 10 月、国土交通省関東地方整備局） 
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 ○ 地域における社会資本の維持管理に資する方式（地域維持型契約方式）を活用   ⅰ）ⅱ） 

施工の効率化や施工体制の安定的確保を図る方式として、地域における社会資本の維持管理に

資する方式（地域維持型契約方式）がある。本方式は、品確法おいて新たに位置付けられたもので

ある。 

【品確法第 20 条に規定される地域における社会資本の維持管理に資する方式 

 （地域維持型契約方式）】 

（地域における社会資本の維持管理に資する方式）  

第二十条 発注者は、公共工事の発注に当たり、地域における社会資本の維持管理の効率的かつ

持続的な実施のために必要があると認めるときは、地域の実情に応じ、次に掲げる方式等を活

用するものとする。  

一 工期が複数年度にわたる公共工事を一の契約により発注する方式  

二 複数の公共工事を一の契約により発注する方式  

三 複数の建設業者により構成される組合その他の事業体が競争に参加することができるこ

ととする方式 

出典）「公共工事の品質確保の促進に関する法律」 

 

【基本方針における地域における社会資本の維持管理に資する方式（地域維持型契約方式）】 

第２ ４ 多様な入札及び契約の方法 

（６）地域における社会資本の維持管理に資する方式 

災害時における対応を含む社会資本の維持管理が適切に、かつ効率的・持続的に行われるため

に、発注者は、必要があると認めるときは、地域の実情に応じて、工期が複数年度にわたる公共

工事を一の契約により発注する方式、複数の工事を一の契約により発注する方式、災害応急対策、

除雪、修繕、パトロールなどの地域維持事業の実施を目的として地域精通度の高い建設業者で構

成される事業協同組合や地域維持型建設共同企業体（地域の建設業者が継続的な協業関係を確保

することによりその実施体制を安定確保するために結成される建設共同企業体をいう。）が競争

に参加することができることとする方式などを活用することとする。 

出典）「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」 

(令和６年 12 月閣議決定） 
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本方式を適用する取組として、以下の事例がある。 

【都道府県における包括発注方式を適用した事例】  

 

出典）「中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会 第１回基本問題小委員会」 

（平成 23 年９月、国土交通省） 

 

【包括発注方式を適用した事例（青森県）】  

 

出典）「中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会 第 10 回基本問題小委員会」 

（平成 25 年 11 月、国土交通省） 

 
                        
（参考法令等） 

ⅰ）品確法 第 20 条（地域における社会資本の維持管理に資する方式） 

ⅱ）基本方針 第２ ４（６）地域における社会資本の維持管理に資する方式 
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【指針本文】 

（２）若手技術者や女性技術者などの登用を促す方式 
豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者が実績を積む機会が得られに

くい場合、建設生産を支える技術・技能の承継が行われにくくなり、将来的な工事品

質の低下、担い手の中長期的な育成・確保に支障が生じる懸念がある。 

豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者などの登用を促す方式として、

以下のような対応例が考えられる。 

・工事の内容、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手技術者や、

女性技術者などの登用も考慮し、専任補助者制度の活用等により、施工実績の要

件を緩和するなど、適切な競争参加資格を設定 

・工事の内容、地域の実情等を踏まえ、豊富な実績を有していない若手技術者や、

女性技術者などの登用も考慮し、必要に応じて施工実績の代わりに施工計画を評

価するほか、主任技術者又は監理技術者以外の技術者の一定期間の配置や企業に

よるバックアップ体制の評価、現場代理人としての実績や専任補助者の成績・実

績の評価など、適切な評価項目を設定 

・ワーク・ライフ・バランス等推進企業（女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律（平成 27年法律第 64号）、次世代育成支援対策推進法（平成 15年法律

第 120 号）、青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第 98 号）に基

づく認定の取得企業や女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づ

く計画を策定した中小企業）を必要に応じて評価項目に設定 
 

【解 説】 

 ○ 若手技術者や女性技術者などの登用を促す方式    

国土交通省では、若手技術者の配置を促す入札契約方式について、検討を進めているところで

ある。 

【若手技術者の配置を促す入札契約方式（工事）】 

 

出典）「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会 

（平成 30 年度第 1 回」（平成 30 年 8 月、国土交通省）  
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 ○ 施工実績の要件を緩和    

豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の登用も考慮して専任補助者制度を適用す

る取組として、以下の事例がある。 

【専任補助者制度を適用した事例（東北地方整備局）】  

 

〇配置予定技術者の能力の評価方法 

配置予定技術者を複数申請した場合は、競争参加資格要件を満足する配置予定技術者をそれぞ

れ評価し、得点の合計（施工経験、工事成績、表彰、ＣＰＤ）が最も低い者を採用し評価する。

専任補助者※を配置する場合には専任補助者の能力で評価する。 

※専任補助者：現場経験の少ない技術者の技術力向上を図るため、主任技術者又は監理技術者

を専任で補助する技術者をいう。 

出典）「東北地方整備局 工事の総合評価落札方式運用ガイドライン（第 17 版） 令和５年４月、国土交通省
東北地方整備局」 
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 ○ 施工実績の代わりに施工計画を評価    

豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の登用も考慮して、施工実績の代わりに施

工計画を総合評価落札方式において評価する取組として、以下の事例がある。 

【施工実績の代わりに施工計画を評価した事例（関東地方整備局）】  

■技術提案チャレンジ型（試行） 

 
 

出典）「関東地方整備局における総合評価落札方式の適用ガイドライン（令和６年度版）令和６年 10 月 国土
交通省関東地方整備局」 

 

○ ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価   

ワーク・ライフ・バランス（WLB）に取り組む企業が増加するよう、直轄工事の発注時に WLB 関連認定制度

を活用した評価の枠組みを導入している。令和７年度中に総合評価を適用するすべての工事における総合評価

落札方式に適用を拡大する。 
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【建設現場におけるワーク・ライフ・バランス等推進企業評価】 

 

出典）発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会（令和 6 年度第
2 回）資料 1 
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【指針本文】 

（３）維持管理の技術的課題に対応した方式 
既存構造物の補修において、その補修の設計段階では対象構造物の損傷状況等の詳

細が把握できないために工事の仕様・数量が想定と異なったり又は確定できず、施工

段階となって補修設計の修正や工事の設計変更への対応が多くなる。 

また、新設の設備工事等において、維持管理を念頭においた設計・施工（製造）の

実施や、引渡後の不具合発生への迅速な対応を図る必要がある。 

維持管理の技術的課題に対応する方式として、以下のような対応例が考えられる。 

・既存構造物の補修における設計段階からの施工者の関与 

・補修設計を実施した者の工事段階での関与 

・施工と維持管理の一体的な発注 
 

【解 説】 

 ○ 補修設計を実施した者の工事段階での関与   

設計を実施した者が工事段階で関与する場合の参考となる取組として、以下の事例がある。 

【設計を実施した者の工事段階での関与により対応した事例（九州地方整備局）】 

 

出典）「発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会 

（平成 25 年度第３回）」（平成 26 年３月、国土交通省） 
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 ○ 施工と維持管理の一体的な発注   

施工と供用開始後の初期の維持管理業務を一体的に発注する方式を適用する取組として、以下

の事例がある。 

【施工と維持管理の一体的な発注方式を適用した事例（関東地方整備局）】  

 

 

出典）「記者発表 ダム管理用制御処理設備更新工事において、「維持管理付き工事発注方式」を試行します。」
（平成 23 年８月、国土交通省関東地方整備局） 
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【指針本文】 

（４）発注者を支援する方式 
発注者の能力を超える一時的な事業量の増加や発注頻度が低く技術的難易度が高い

工事への対応等により、適切な発注関係事務の実施が困難となる場合がある。 

発注者を支援する方式として、以下のような対応例が考えられる。 

・対象事業のうち工事監督業務等に係る発注関係事務の一部又は全部を民間に委託 

・事業促進を図るため、測量、調査及び設計段階から事業マネジメントの一部を民

間に委託 
 
 

【解 説】 

 ○ 工事監督業務等に係る発注関係事務の一部を民間に委託   １） 

工事監督業務等に係る発注関係事務の一部を民間に委託する取組（ＣＭ方式）として、以下の事

例がある。 

【ＣＭ方式を適用した事例（北陸地方整備局）】（再掲）   
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図 信濃川築堤における CMR の役割（CMR からの提供資料（H19、20 の体制）） 

出典）「国土交通省直轄事業における発注者支援型ＣＭ方式の取組み事例集（案）」（平成 21 年３月、国土交通
省） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

  

（参考資料） 

１）「国土交通省直轄事業における発注者支援型ＣＭ方式の取組み事例集（案）」（平成 21 年３月国土交通省） 



 

Ⅳ－49 

 

 

 ○ 調査及び設計段階から事業マネジメントの一部を民間に委託  １）２）３） 

官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験の融合により、調査及び設計段階から効率

的なマネジメントを行う取組（事業促進ＰＰＰ）として、以下の事例がある。 

【事業促進ＰＰＰ方式を適用した事例（東北地方整備局）】  

 

出典）「国土交通省直轄の事業促進ＰＰＰ に関するガイドライン 令和６年 12 月、国土交通省」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                         

建築分野では、全国営繕主管課長会議により、公共建築における発注関係事務に係る支援方策
が検討され、「発注者支援業務事例集」「発注者支援業務等業務委託様式事例集」等が取りまとめら
れている。 

 

（参考資料） 

１）「国土交通省直轄の事業促進 PPP に関するガイドライン」（令和 6 年 12 月、国土交通省） 

２）「発注者支援業務事例集」（平成 19 年３月（最終平成 30 年５月）全国営繕主管課長会議） 

３）「発注者支援業務等業務委託様式事例集」（令和元年６月全国営繕主管課長会議） 
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【指針本文】 

（５）参加者確認型随意契約方式 
公共工事に必要な技術、設備もしくは体制又は地域特性等からみて、当該地域にお

いて受注者になろうとする者が極めて限られており、過去に発注した同一の内容の工

事について特定の一者を除いて競争参加者がいない状況が継続しているなど、当該地

域において競争が存在しない状況が継続すると見込まれるときは、地域における建設

業の担い手確保のため、参加者確認型随意契約方式の活用が考えられる。 

例えば、参加者が極めて限定されている地域における、 

・ 二十四時間体制での速やかな対応が求められている維持工事等 

・ 高度な技術や特殊な設備が必要とされ、当該地域の特定の者以外にはその実施が

困難であると想定される機械設備等の点検・修繕・更新等の工事 

などであって、過去に当該地域の特定の一者しか競争に参加していない状況が継続

している場合などの条件を満たす工事等での活用が想定される。 

この場合、必要な技術、設備又は体制等及び受注者となることが見込まれる者が存

在することを明示した上で公募を行い、競争が存在しないことを確認したときは、随

意契約によることができる。 

本方式の活用に当たっては、各発注者において会計法や地方自治法等の法令の趣旨

に即して適切に判断することが必要である。 

公募の結果、他の競争参加者から応募があったときは、改めて一般競争に付し、総

合評価落札方式等、適宜の方法により落札者の選定手続に移行する。 
 
 

【解 説】 

山間地・離島等の参加者が極めて限定されている地域における、二十四時間体制での速やかな対

応が求められ、相応の体制を常時確保することが求められる道路・河川の経常維持工事や、実施に当た

って高度な技術や特殊な設備が必要とされる機械設備等の点検・修繕・更新等の工事においては、地域

においては特定の一者以外に競争参加者がいない状況が継続しているにもかかわらず、一般競争入札

の調達手続きで受発注者双方が時間及びに作業手間を要している状況がある。 

このたび令和 6 年の品確法改正で、特定の一者しか競争に参加してしない状況が継続している

場合に、必要な技術、設備又は体制等及び受注者となることが見込まれる者が存在することを明

示した上で公募を行い、競争が存在しないことを確認した場合は、当該者との随意契約によるこ

とができることが明記された。このことを受けて、国土交通省において制度の検討を進めている。 

 

 

 


